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資料２ 

 

北上地区住民バスの運賃改定について 

協議事項２ 

(1) 新設停留所「大上」「高梨子入口」「要害」の運賃を設定する。 

(2) 運行経路の変更に伴い、「小滝」から「にっこり北団地前」の運賃を 

２００円から１００円に改定する。 

 

根 拠 法 令  道路運送法第４条（一般乗合旅客自動車運送事業） 

 

運 行 主 体  北上地区住民バス等運行協議会 

 

運行事業者  北上地区住民バス共同運行組合 

（南三陸観光バス株式会社・有限会社松山観光バス） 

 

運 行 経 路  ２～４ページを参照 

 

時 刻 表  ５ページを参照 

 

運   賃  ６ページを参照 

 

運 行 車 両  ２６人乗りマイクロバス ２台 

       

実  施  日  令和８年４月１日から 
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北上地区住民バス走行経路図 

（神割崎入口 ～ 長塩谷） 

  

地理院地図を加工して作成 
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北上地区住民バス走行経路図 

（月浜・川のビジターセンター ～ 本地）  

地理院地図を加工して作成 



4 

 

北上地区住民バス走行経路図 

（八軒 ～ イオンモール石巻） 

 

  

地理院地図を加工して作成 
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北上地区住民バス等運行協議会協議事項について 

 

令和７年１１月２７日（木）に行われました、令和７年度北上地区住民バス等運行協

議会第１回会議において、下記のとおり協議決定したので御報告いたします。 

 

記 

 

【協議事項】 

(1) 新設停留所「大上」「高梨子入口」「要害」の運賃を設定する。 

(2) 運行経路の変更に伴い、「小滝」から「にっこり北団地前」の運賃を２００円

から１００円に改定する。 

 

 

地域住民等の意見を反映させた上記内容について、特に異議がなかったことから、協

議決定とし、北上地区住民バス等運行協議会決定事項として石巻市地域公共交通運賃協

議会へ付議することといたします。 

 

令和８年１月２０日 

北上地区住民バス等運行協議会事務局 

 

 

 


